
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  接待飲食費の要件                     

Ｑ：今年の４月以後開始事業年度から、接

待飲食費の50%相当額が損金算入できるよう

になったそうですが、記載要件があるとか。

どのようになっているのですか？ 

                                              

Ａ：基本的に飲食交際費の要件と同じです。 

【解説】 

平成26年４月１日以後開始事業年度から、

接待飲食費の50%相当額を損金に算入するこ

とができることとなりましたが、対象となる

接待飲食費とは、飲食費であって、その旨に

つき帳簿及び書類に次の事項が記載されてい

るものとされています。 

 ①飲食等があった年月日 

 ②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称

及びその関係 

 ③飲食の額並びに飲食店の名称、所在地 

 ④その他飲食費であることを明らかにするた

めに必要な書類 

したがって、これらの全ての記載要件を満

たさなければ、損金算入の対象にならないわ

けですが、記載方法については、特に規定が

ありませんので、領収書の裏にでも記載して

おけば認められることになりますが、この接

待飲食費の50%損金算入は、飲食交際費の

5,000円基準の適用を除いた額が対象になり

ますので、これらは区別して集計できるよう

にしておく必要がありそうです。 
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